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IRDによる裁判所の承認を必要としない合併及び特定資産
の承継に関する税法についての説明

内国歳入局（以下、「IRD」）は2023年11月、実務解釈指針第63号（以下、
「DIPN 63」）1を公表し、税法上のさまざまな条項をどのように解釈するかについて
説明しています2。

上記の税法は、2021年6月11日以降に行われる適格合併に適用されますが、
実際上、IRDが21年6月11日以前に発生した適格合併に対して適用していた

暫定的な査定実務慣行が明文化されたものです。当該査定実務慣行については、
DIPN 63の別添1に記載されています。

注目すべき点として、DIPN 63には、合併会社が合併後、被合併会社が合併以前
に行っていた事業を変更又は拡大した場合、合併会社が被合併会社の「同一

事業」を承継する合併会社と見なされる場合について、追加の設例が含まれて
います。「同一事業」要件を満たすかどうかは、合併前に生じた被合併会社の
税務上の欠損金を合併後に利用できるかどうかを決定する上で極めて重要です。

このタックスアラートでは、DIPN 63における税法上の主な解釈をご紹介します。
上記についてご質問がある場合、ご担当の税務専門家にご相談ください。

注記：

1. 「DIPN 63 (ird.gov.hk)」、香港内国歳入局、www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn63.pdf（2024年1月15日
アクセス）

2. 「2021年度内国歳入法改正法（雑則）」、香港政府、www.elegislation.gov.hk/hk/2021/18!en
（2024年1月15日アクセス）

https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn63.pdf
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/18!en
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会社法（Cap.622）（以下、「CO」）に基づく裁判所の承認を必要としない合併

2014年3月3日より、COのパート13のディビジョン3にて、香港で設立され、株式会社かつ完全所有のグループ会社間の
合併について、裁判所の承認を必要としない合併手続きが規定されています。このような合併には、持株会社と1社以上
の完全子会社間にて、持株会社を合併（存続）会社とする垂直合併や、2社以上の完全子会社間にて、そのうちの1社を
合併（存続）会社とする水平合併などの形態があります。

COの下で、適格合併が完了すると、被合併会社の株式は消却され、各被合併会社は消滅し、その事業上の権利や義務は、
合併会社に引き継がれます。

裁判所の承認を必要としない合併又は適格合併に関する税法

税法における「適格合併（Qualifying amalgamation）」という用語は、会社登録官がCOのセクション684（3）に基づいて
合併証明書を発行した、同法のセクション680又は681に基づくグループ内の会社間の合併を指すと定義されています。

一般条項

税法に含まれる一般条項には次の規定があります。

（i） 合併会社は、内国歳入法（以下、「IRO」）の下で各被合併会社が負う全ての義務や債務を履行する必要がある。

（ii） IROに基づく各被合併会社の全ての権利等を合併会社は享受することができる。

（iii）合併会社が各被合併会社の消滅年度の税務申告を行う必要がある。

（iv）合併会社は適格合併に関して合併会社及び各被合併会社に適用されるIROのスケジュール17Jに基づく特別な
税務上の取扱いの選択が可能である。

スケジュール17Jに基づく特別な税務上の取扱い

この特別な税務上の取扱いにおいては、基本的には承継アプローチが採用され、合併により被合併会社の事業が停止
したと見なすのではなく、合併会社に引き継がれたと見なされます。言い換えれば、被合併会社の事業は消滅せず、
合併会社に引き継がれたと見なされます。そのため、特定の限定的な例外を除き、被合併会社は、合併会社へ事業資産
を譲渡又は売却したとは取り扱われず、被合併会社に合併に関する課税は発生しません。

これに応じて、合併会社は、被合併会社から引き継がれた事業資産に関する税金費用も引き継いだと見なされます。
その結果、合併会社は、被合併会社が当該資産を所有していた場合と同様に、税務申告上、被合併会社から引き継が
れた事業資産に関する税金費用を計上することができます。
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この特別な税務上の取扱いを適用するため、当該合併会社は、合併日から1カ月以内、又は内国歳入局長官（以下、
「CIR」）が許可する追加期間内に、書面による取り消し不能の選択を行う必要があります。特別な税務上の取扱いの
主な規定は以下のとおりです。

• 売買目的株式の承継：被合併会社から引き継いだ売買目的株式が、合併後も、合併会社が行う事業の売買目的
株式として使用される場合、当該合併会社は、当該売買目的株式の取得原価を、合併直前の当該被合併会社の
財務諸表に反映されていた帳簿価額に基づいて計上することができます3。この内容は、2021年6月11日以前に
発生した適格合併に適用される査定慣行とは異なるものです。当該査定慣行の下では、被合併会社は、合併の日に
売買目的株式を公正市場価格で譲渡したと見なされ、査定対象となっています。

• 資本性資産の承継：合併会社は、承継された資本性資産に関する損金算入や年次減価償却額を引き続き適用する
ことが可能です。したがって、合併後、合併会社が当該資本性資産を売却する場合、当該売却に伴う税務上の調整
又はクローバックは、被合併会社及び合併会社が過去に適用した損金算入及び年次減価償却額の総額に基づいて
計算されます。

• 合併に伴う資産の組替：被合併会社の収益勘定で保有されていた資産が、合併時に、合併会社の資本勘定で保有
されることとなった場合、被合併会社は、税務上、合併時の公開市場価格で当該資産を合併会社へ売却したと
見なされます。当該みなし譲渡に伴う利益は、合併時までの最終査定年度において、被合併会社の事業所得税の
課税対象となります。

逆に、当該合併会社は、当該資本性資産を合併時の公開市場価格で取得したと見なされ、当該資産に関する損金
算入又は減価償却を行います。

被合併会社の資本勘定で保有されていた資産が、合併会社の収益勘定で保有されるようになった場合には、合併時
の公開市場価格を当該資産の取得原価とし、将来売却した場合の課税所得を計算します。

逆に、被合併会社は、当該資産に関する課税対象額又は減価償却額を計算するため、当該資産を合併時の公開
市場価格で売却したと見なします。

• その他：また、適格合併における他の側面に関する税務上の取扱いについても規定されています。被合併会社（以下、
「第1の会社」）が別の被合併会社（以下、「第2の会社」）の株式を保有し、合併により、第2の会社の株式が消却された
場合、第1の会社は、第2の会社の株式を第1の会社における取得原価に相当する金額で売却したと見なされます。
さらに、第1の会社が第2の会社の株式の取得のために資金を借り入れ、当該株式を資本的資産として保有し、その

借入金から生じた負債が合併会社に移転し、当該合併会社の負債となった場合、当該合併会社が合併日以降に
負担した当該負債に関する利息やその他の借入費用は、損金算入することができません。

3. ただし、当該取扱いは、（1）合併会社の財務会計において、売買目的株式を合併日の公正市場価格で測定するという「取得法（acquisition method）」で
会計処理されている場合や、（2）当該合併会社が当該売買目的株式を売買目的株式として使用していない場合には、適用されません。（1）又は（2）の
いずれかが適用される場合、当該売買目的株式は税務上、公正市場価格で売却及び獲得されたものと見なされます。
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その他には、貸倒損失や認定退職金制度への拠出金など、過去に被合併会社に認められていた支出が、合併後、合併
会社が回収又は還付された場合の規定があります。このような回収や還付は、合併会社の取引収益として課税されます。

• 合併前に生じた被合併会社の税務上の欠損金の活用：次の要件を満たせば、合併前に生じた被合併会社の欠損金
を合併会社の課税対象所得と相殺することが認められます。

（1）適格関係発生後要件：合併前に発生した欠損金は、合併会社と被合併会社が適格関係（すなわち、両者が同じ
会社の完全所有子会社であるか、一方が他方の完全所有子会社である関係）となった後に発生したもので
なければならない

（2）同一事業要件：合併前に発生した欠損金は、合併会社が被合併会社から引き継いだ同一事業の利益とのみ
相殺できる

DIPN 63には、合併会社が合併後、被合併会社の旧事業を変更又は拡大した場合でも、合併会社が被合併会社の「同一
事業」を継承したと見なされるかどうかについての新たな設例が含まれています。「同一事業」の要件を満たすかどうかは、
合併前に生じた被合併会社の税務上の欠損金を合併後に利用できるかどうかを決定する上で極めて重要となります。

新たな設例とEYの所見については、このタックスアラートの別添をご参照ください。

• 合併前に合併会社で生じた税務上の欠損金の活用：次の要件を満たせば、合併前に合併会社で生じた欠損金は、
被合併会社から引き継いだ事業の課税対象所得と相殺することが認められます。

（a）適格関係発生後要件：同上

（b）財源要件：合併会社が、合併以外の方法で被合併会社の事業を買収するための財源が十分にある（関連会社
からの借入金を除く）

（c）事業継続要件：合併会社が、適格欠損金が発生してから合併時まで当該事業を継続している（適格欠損金とは、
上記の適格関係発生後要件を満たした後に発生した欠損金である）

• 特定の租税回避防止規定：上記の要件に加え、合併前に生じた欠損金を合併後に相殺するためには、被合併会社
又は合併会社のいずれで生じたかにかかわらず、次のことをCIRに証明する必要があります。

（a）合併を行う商業上の正当な理由がある

（b）租税回避は、合併を行う主目的ではなく、また主目的の一つでもない

2021年6月11日以前に発生した適格合併に対し適用していた暫定的な査定実務慣行では、合併前に生じた被合併
会社の欠損金の利用に関する適格関係発生後要件や、上記の特定の租税回避防止規定は明確に示されていません。
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EYの所見

上記全ての要件が満たされない場合、（i）合併前に被合併会社で生じた欠損金は合併により消滅し、（ii）合併前に合併

会社で生じた欠損金は、当該合併会社の事業から得られた利益、又は被合併会社から引き継がれないパートナーシップ
の課税所得のみ相殺できます。

特別な税務上の取扱いに基づく、合併前に生じた欠損金を合併後に利用するための厳しい制限は、他のグループ会社
で生じた欠損金の利用による、税務上の利益獲得を目的とした合併を防ぐことが目的です。税収に大きな影響を与える
ため、現段階において、香港政府は、連結欠損金に関するいかなる優遇措置も導入しない方針です。

スケジュール17Jに基づく特別な税務上の取扱いの概要は、DIPN 63の別添2に記載されています。

特定資産の売却を伴わない譲渡又は承継

IROでは、特定の固定資産取得を伴う資本的支出について、損金算入又は減価償却の控除が認められています。当該
資産が後日売却された場合、一定の要件を前提に、その売却収益は事実上、取引収益と見なされます。このように、
過去に認められた損金算入又は減価償却の控除はクローバックされます。

ごく一部の状況を除き4、これまでIROには、資産の売却を伴わない譲渡又は承継に関する規定がありませんでした。特別な
規定がない限り、過去に損金算入又は減価償却の控除が認められた資本的支出をクローバックすることはできません。

本法では、2つの特定事象を除き、他の全ての状況において、特定資産5の売却を伴わない譲渡又は承継は、税務上、

譲渡人から譲受人への公開市場価格（特定資産の当初取得原価を上限とする）による資産売却と見なされることが規定
されています。当該みなし規定が適用されない2つの特定事象は次のとおりです。

（i） 関係者の死亡に伴う特定資産の移転又は承継

（ii）上記の特別な税務上の取扱いの選択による適格合併

EYの所見

上記のみなし規定は、おそらく以下2つの状況に適用されると考えられます。

（i） 土地賃貸借の期間満了時にあたり、当該土地の上に建っている建物・構築物とそれに付随する設備や機械を借手から
貸手に譲渡又は承継する場合

（ii）外国法に基づく2社以上の外国企業の香港支店の合併に伴う特定資産の譲渡・承継

ただし、当該みなし規定を上記2つの状況に適用することが立法上の意図であるかどうかは明確ではありません。

合併前に生じた欠損金の合併後の利用を含め、適格合併に関わる多くの問題は複雑です。CO又は外国法に基づく合併を
検討している場合、関連する問題についてCIRによる事前裁定を得ることができるかどうかを含め、必要に応じ、ご担当の
税務専門家にご相談ください。

4. IROには、環境対応車（セクション16J（5B））や機械・設備（セクション38（4）及び39D（4））の売却を伴わない事業停止を扱う規定があります。これらの
規定では、CIRは当該資産の公開市場価値をみなし売却収入とする権限を与えられています。

5. 特定資産とは、機械・設備や研究開発活動により生み出された権利、特許権やノウハウに関する権利、特定の知的財産権、所定の固定資産、環境保護
施設、商業用の建物や構造物、工業用の建物や構造物などを指します。
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別添 – 「同一事業」要件に関する新たな設例（DIPN 63の設例11）

DIPN 63の設例11を次のボックスに掲載しています。

EYの所見

（i）J1社には合併前に生じた税務上の欠損金（500万香港ドル）があり、（ii）合併直後、（a）J2社はセントラルのレストラン1
（和食・イタリアン両方提供）の運営から200万ドルの課税利益を得て、さらに、（b）上記のワンチャイのイタリアンレストラン
から400万ドルの課税利益を得たとします。

完全に議論の余地がないわけではありませんが、合併後、合併会社であるJ2社は、J1社が合併前に生じた税務上
の欠損金（500万香港ドル）を、セントラルで運営するレストラン1から得られた200万ドルの課税利益と相殺できると
考えられます。

これは、レストラン1から得られた200万香港ドルの課税利益を和食部門とイタリアン部門に分割し、合併前に生じた
税務上の欠損金を和食部門に限定して相殺するという取扱いが、実質的に不可能、又は不必要と考えられるからです。
IRDは、J2社が合併後に旧J1社の事業を変更又は拡大したとしても、合併前後のレストラン1で行われている事業が
同一であると判断するため、このような税務上の取扱いは正当化されるものと考えられます。

しかし、合併前に生じたJ1社の税務上の欠損金（500万香港ドル）を、J2社が合併後にワンチャイのイタリアンレストランから
得た400万香港ドルの課税利益と相殺することはできないでしょう。特に、合併後、ワンチャイのイタリアンレストランが、
セントラルのレストラン1と異なる商号で運営されている場合は相殺することができないと考えられます。

香港で設立されたJ1社とJ2社は、ある持株会社の完全子会社でした。J1社はセントラルで和食店（レストラン1）を経営
していました。J2社はワンチャイでイタリアンレストランを所有して経営していました。J1社は損失を出していました。
J1社とJ2社はCOのセクション681に従って合併し、J2社が合併会社となりました。J2社は合併の直後に、商号を
変えずにレストラン1を和食とイタリア料理両方提供する形に改装しました。料理の変化を除けば、レストラン1の営業
形態に大きな変化はありません。

営業形態自体には大きな変化がなかったことから、「同一事業テスト」を満たすと認められます。レストラン1は、料理
の変化だけでは、異なる事業運営を行っているとは見なされません。
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EY |  Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create
long-term value for clients, people and society and build trust
in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over
150 countries provide trust through assurance and help clients 
grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and 
transactions, EY teams ask better questions to find new answers 
for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate 
legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by 
guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY 
collects and uses personal data and a description of the rights individuals 
have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY 
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About EY’s Tax services
Your business will only succeed if you build it on a strong foundation and 
grow it in a sustainable way. At EY, we believe that managing your tax 
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50,000 talented tax professionals, in more than 150 countries, give you 
technical knowledge, business experience, consistency and an unwavering 
commitment to quality service — wherever you are and whatever tax 
services you need.
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